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2.2. 利用者登録（受注者）～少額物品利用者～ 

2.2.1. はじめに 
 少額物品利用にあたっては、該当の発注機関から発行されたユーザ ID 及びパスワードが必要になります。本機能は利用者情報の変更の際に

利用します。 

2.2.2. 業務の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 利用者情報の変更 
利用者情報の変更を行います。 

2.1.3 メインメニュー画面表示 

 

トップメニュー画面 
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2.2.3. メインメニュー画面表示 
 

メインメニュー画面を表示させるには？ 

 

 

 

 
利用者登録（受注者）のトップメニュー画面です。 

画面説明 

 
利用者登録処理ボタン①を押下することにより、メインメニュー画面を表示します。 
 
 
 
 
 

操作手順 

① 
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2.2.4. 利用者情報の変更 
 

利用者情報の変更をするには？ 

 

 
 

 

 
利用者登録（受注者）のメインメニュー画面です。 
 

画面説明 

 
変更ボタン①を押下することにより、利用者情報検索画面を表示します。 
 
 
 
 
 

操作手順 

① 
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利用者情報の変更をするには？ 

 

 

 

 

 
利用者情報検索画面です。 
 

画面説明 

 
資格審査情報より業者の情報を取得するため、登録番号とユーザ ID とパスワード①を入力後、検索ボタン②を押下することにより、利用者登録画面を表示

します。 
【補足説明】 
・ 登録番号は、電子調達システムで使用される企業とは異なります。 
・ ユーザ ID及びパスワードは該当の調達機関から発行されたものを入力します。 

操作手順 

② 

① 



第２章 利用者登録（受注者） 

茨城県物品電子調達システム 
利用者登録マニュアル －受注者編－ 

2.2-5 

 

利用者情報の変更をするには？ 

 

 

 
利用者変更画面です。 

画面説明 

 
必要な情報を入力後、入力内容確認ボタン①を押下することにより、登録内容確認画面を表示します。 
【補足説明】 
・ 「代表窓口連絡先情報」の連絡先メールアドレスは、発注者から指名する際のメール宛先となります。 
・ 案件毎の連絡先（例：証明書等提出後 etc）は、「ID 登録依頼者連絡先情報」の連絡先メールアドレスがメールアドレスとなります。 
 

操作手順 

必要に応じてその他の登録内容を修

正してください。 

① 
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利用者情報の変更をするには？ 

 

 
 

 
変更内容確認画面です。 

画面説明 

 
内容を確認後、変更ボタン①を押下することにより、変更完了画面を表示します。 
 
 

操作手順 

① 
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利用者情報の変更をするには？ 

 

 

 
 

 
変更完了画面です。 

画面説明 

 
印刷ボタン①を押下することにより、変更した企業の情報を印刷します。 
印刷終了後、右上の「×」②を押下して、一度終了してください。 
 
【補足説明】 
印刷ボタンを押下することにより、印刷用別ウィンドウが表示されます。 
その画面より、印刷ボタンを押下することにより、印刷が可能となります。 
 

操作手順 

① 

② 


